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スケジュール 

↓ 

↓ 

③ 質問・回答 

・受付期間  令和８年１月１３日（火）～ 令和８年１月１５日(木)午後５時 

・回答予定日 令和８年１月２２日（木） 

↓ 

④ 入札参加申込 

・期間 令和８年２月３日(火)～令和８年２月６日(金)  

    午前９時００分～午後５時００分（正午～午後 1時は除く） 

・場所 東大阪市役所１２階 企画財政部資産経営室資産経営課 

↓ 

⑤ 入札 

・日時 令和８年２月１０日(火) 午前１０時３０分  

・場所 東大阪市役所別館２階 第１入札室 

・落札者決定  ※市 WEB サイトに掲載 

↓ 

⑥ 契約書の提出 

・落札の決定の日から１０日以内に本市に契約書を提出 

↓ 

⑦ 貸付開始日 

・令和８年４月１日（水）より 

※スケジュールは予告無く変更する場合があります。 

 

 

① 入札公告 

令和７年１２月２２日(月) 

② 現場説明会 

・日時 令和８年１月１３日(火) 午前１０時３０分  

・場所 現地  ※参加申込みは１月９日（金）まで 
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１ 趣旨 

  このたび、東大阪市（以下、本市）が所有する土地を駐車場用地として活用する

者（借受人）と貸付契約を締結するため、一般競争入札（価格による競争）を実施

します。入札に参加される方は、この実施要領をよく読み、次の各事項をご承知の

上、お申込みください。 

 

２ 物件概要 

地番 東大阪市永和二丁目３番６ 

地目 宅地 

地積 ４６７.０４㎡（公簿） 

用途地域 近隣商業地域 

最低貸付料(月額) ２２３，０００円（税込み） 

貸付期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 
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３ 入札参加資格要件 

  次の要件をすべて満たす者であること。落札者決定後、入札参加資格要件を満た

していないことが判明した場合は決定を取り消します（貸付契約締結後であれば契

約解除します）のでご注意下さい。 

 

（１）団体及び代表者が次の要件全てに該当しない者であること。 

① 成年被後見人 

② 民法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 149 号）附則第 3条第 3項の

規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明

治 29 年法律第 89 号）第 11 条に規定する準禁治産者 

③ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

④ 民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受

けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

⑤ 事業をするにあたり必要な認可等を受けていない未成年者であって、契約

締結のために必要な同意を得ていない者 

⑥ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続き開始の申立て

がなされている者又は破産者で復権を得ない者 

⑦ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第

147 号）第 8 条第 2 項第 1号に掲げる処分を受けている団体及びその役職員

又は構成員 

⑧ 東大阪市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者 

⑨ 東大阪市暴力団排除条例（平成 24 年 3 月 30 日東大阪市条例第 2 号）第 2

条第１号から第３号の規定に該当する者及び同規定に掲げる者から委託を

受けた者や関係団体 

⑩ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を

脅かすおそれのある団体に属する者 

⑪ 過去２ヵ年において国税または地方税を滞納しているもの 

 

（２）駐車場の運営管理事業を引続き２年以上営んでいる者で、かつ過去３年間に今

回の対象物件と同程度以上の駐車場の管理業務を継続的に（イベントなど短期

は除く）行った実績があること。 
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４ 貸付物件の募集条件 

(１)物件の使用用途について 

   時間貸し駐車場用途に限ります。なお、余剰スペースにおいて飲料用自動販売

機の設置を可能とします。 

 

(２)禁止事項について 

① 時間貸し駐車場用途以外の使用(例：資材置き場等) 

② 建物の設置 

③ 第三者への転貸 

④ 駐車場内で本市以外の第三者の広告を掲示すること（広告スペースを貸出す 

ことを含む） 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第２号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成 

員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途 

⑥ 政治的用途・宗教的用途の使用 

⑦ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供すること 

⑧ 公害等により近隣環境を著しく損なうと予想される用途 

 

（３）基盤整備及び駐車場整備について 

① 舗装の改修や車止め、ライン引き、排水施設、照明灯(電源引込共)、精算機

等の整備は必要に応じて落札者にて実施してください。 

② 整備は貸付期間開始日以降に実施してください。 

③ 整備工事スケジュール及び車両出入口の位置及び、駐車場内における平面図

等を記した「駐車場整備計画書」を落札後速やかに提出し、資産経営課と協

議し合意を得た上で整備を進めてください。 

④ 安全対策に関する措置は必ず講じてください。 

⑤ 整備にあたり必要となる関係官庁等への届け出及び近隣あいさつ等につい 

ては落札者で行ってください。 

⑥ 整備にあたり必要となる費用負担については、全て落札者負担とします。 

⑦ その他、駐車場法など法令等を遵守してください。 

 

(４)原状回復について 

契約期間満了までに原状回復していただきます。なお、本市が原状に回復する

必要がないと認めた場合はその限りではありません。 
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５ 現場説明会 

下記日時に現場説明会を行います。参加を希望される方は、令和８年１月９日（金）

午後５時までに現場説明会参加申込書（本市所定様式１）を Eメールにて送付した上

で参加してください。（E メール到達確認のため、送信後に電話確認をお願いします。）

なお、現場説明会への参加は任意となりますが、不参加の場合は、入札に参加するう

えで説明会当日に説明した事項について全て了承する旨の申立書を提出していただ

きます。（資産経営課 TEL：06－4309－3017） 

 

(１)日 時 令和８年１月１３日(火) 午前１０時３０分～ 

(２)場 所 現地 

      ※原則公共交通機関等をご利用ください。 

(３)その他  

現場説明会は１回限りですので、参加される方は指定の時間に参加して

ください。 

現場説明会で入札書及び入札保証金納付書を配布します。 

      現場説明会に参加できなかった場合は、現場説明会不参加の「申立書（本

市所定様式２）」、入札書及び入札保証金納付書を、資産経営課窓口で別

途お受取りください。 

現場説明会での質疑応答は行いません。 

 

６ 質疑 

現場説明会の後、質問がある場合は次の手順で問い合わせください。現地での質

問は原則お受けしませんのでご了承ください。 

質問方法 質疑回答書（本市所定様式３）を Eメール提出 

受付期間 令和８年１月１３（火）～令和８年１月１５日(木)午後５時 

あて先 東大阪市企画財政部資産経営課 

Email：shisankeiei@city.higashiosaka.lg.jp 

回答方法 本市ウェブサイト上で質問及びその回答を公開します。 

回答予定日 令和８年１月２２日（木） 

※E メール到達確認のため、送信後に電話確認をお願いします。 

（資産経営課：TEL０６－４３０９－３０１７） 
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７ 入札参加申込み方法 

入札への参加を希望される方は、持参又は郵送で次のとおり必要書類を提出し申

込みを行ってください。なお、郵送の場合は配達証明付書留郵便に限るものとし、

提出期限内必着で提出してください。 

※郵送を行った際、その旨を資産経営課（TEL：06-4309-3017）まで連絡してくだ

さい。なお、理由の如何を問わず期限内に資産経営課まで書類が到着しない場合や

書類に不備がある場合は受付ができませんので、十分余裕を持って提出してくださ

い。 

 

（１）申込受付期間 令和８年２月３日(火)～令和８年２月６日(金)  

 午前９時００分～午後５時００分（正午～午後 1時は除く） 

 

（２）提 出 先 東大阪市荒本北一丁目１番１号 (東大阪市役所本庁舎 12 階) 

 東大阪市企画財政部資産経営課 

 

（３）提出書類（各１部） 

Ⅰ 入札参加申込書 本市所定様式４ 

Ⅱ 誓約書 本市所定様式５ 

Ⅲ 印鑑証明書 個人の場合は印鑑登録証明書 

Ⅳ 履歴事項全部証明書若し

くは現在事項全部証明書 

個人の場合は住民票の写し 

Ⅴ 納税証明書① 個人の場合は「様式その３の２」 

法人の場合は「様式その３の３」 

税務署で発行。直近のもの。 

Ⅵ 納税証明書② 個人の場合は「市民税、固定資産税及び都市計画税」 

法人の場合は「法人市民税、固定資産税及び都市計

画税」 

各市区町村で発行。 

直前２年分（令和５年度、令和６年度分）。 

Ⅶ 役員名簿（法人または団体

の場合） 

本市所定様式５－１。役職・氏名及びその読み仮名・

性別・生年月日・住所が分かるもの。 

Ⅷ 営業経歴及び過去の駐車

場管理業務の実績一覧 

任意様式。駐車場名、所在地、受注先、規模、期間

その他を記したもの。過去３年以内の実績。 
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※Ⅵについては、未納税額がない旨の証明書の提出でも可。固定資産税及び都市 

計画税が課税対象外の場合は、誓約書（本市所定様式６）を提出。 

※証明書類は発行後３ヶ月以内のものに限ります。 

 

８ 入札 

（１）入札日時 令和８年２月１０日(火) 午前１０時３０分  

    入札時刻の３０分前より受付します。 

 

（２）場  所 東大阪市役所別館２階 第１入札室 

 

（３）入札当日持参していただくもの 

 

※保証小切手で納付する場合、以下も持参 

 

（４）入札保証金について 

入札保証金は、原則保証小切手（電子交換所に加盟する金融機関が振り出し、

発行日から１０日以内のもの（令和８年１月３０日（金）以降に発行したもの）

に限る。）で入札当日の受付時に納付していただきます。 

線引き小切手で振り出される場合は、持参人払いの一般線引小切手としてくだ

さい。 

ただし、一部金融機関が小切手の発行を終了している状況を鑑み、金融機関が

小切手を発行できない場合に限り、振込での納付を認めます。買受申込みの際に

申し出てください。 

振込の場合、事前に振込日及び振込金額、振込名義を本市に連絡のうえ、２月

６日（金）までに振り込んでください。なお、振込手数料はご負担ください。ま

入 札 書 現場説明会又は資産経営課窓口で配布したもの。 

申込人の印鑑 印鑑登録の印。委任状提出者は委任状に押印された代理人の

印鑑で可。 

委 任 状 代理人により入札しようとする場合必要 

入札保証金納付書 現場説明会又は資産経営課窓口で配布したもの。 

入札保証金(保証小切手) 落札者を除き開札後還付します 
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た、振込確認のため、振込後に資産経営課まで連絡してください。 

① 入札保証金の額 

入札者は入札保証金として入札しようとする金額（月額）の６０ヶ月分に１０

０分の３を乗じた額以上の額（１，０００円未満切り上げ）を納付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

② 入札保証金の取扱い 

・入札保証金には利息を付しません。 

・入札保証金は、落札者を除き開札後、納付場所において還付します。保証小切手

で納付した場合は納付場所にて還付しますが、振込の場合は入札保証金還付請求

書兼口座振替依頼書（本市所定様式）を提出いただき、後日還付します。 

・落札者には、契約締結後に還付します。 

・落札者の決定後、落札者がその権利を放棄したときは、納付された入札保証金は

本市に帰属します。 

 

（５）入札、開札及び落札の方法 

① 入札は一般競争入札で行います。 

② 入札は、申込人又はその代理人自らが本市の指定する日時及び場所で行い、 

開札は入札締め切り後、直ちに入札者立会いのもとで行います。入札者が 

開札に立ち会わないときは、本市の指定した本市職員を立ち合わせます。 

③ 入札は貸付料の月額（税込み）で行い、入札者のうち、本市が設定する最低

貸付料(月額)以上の最高金額で入札した者を落札者とします。 

④ 落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者で 

くじを引き落札者を決めます。この場合において、当該入札者の内、くじを 

引かない者があるときは、これに代えて本市が指定した職員にくじを引かせ 

ることができます。 

⑤ 落札の決定は、開札後直ちに行い、入札場所で通知します。 

⑥ 入札者は、提出した書類の書き換え、引き替え又は、撤回をすることがで 

きません。 

 

入札保証金＝入札しようとする金額（月額）×６０ヶ月×３／１００以上 

（１，０００円未満切り上げ） 

(入札保証金計算例：入札金額が２５７,０００円の場合) 

① ２５７，０００×６０×３／１００=４６２，６００ 

② １０００円未満切り上げ 

③ 入札保証金=４６３，０００円 
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※入札の公平性・透明性確保のため、落札決定後に入札内容（全ての入札者名（個

人を除く）、落札金額及び入札参加者数）を本市ウェブサイト等で公表いたします

ので、このことを了承した上でお申込みください。 

※開札に立ち会わなかった場合、開札の結果について異議を申し立てることはで 

きません。なお、入札の当日に出席しなかった者又は遅刻した者は棄権とみな 

します。 

 

（７）入札の無効 

次に該当する入札は無効とします。 

① 最低貸付料(月額)を下回る価格による入札 

② 本市が交付した入札書を用いないでした入札 

③ 入札参加資格のない者がした入札 

④ 入札金額の訂正された入札 

⑤ 入札者又はその代理人が同一事項について、２通以上行った入札、又はこ 

れらの者がさらに他の者を代理して行った入札 

⑥ 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その 

双方の入札 

⑦ 不正行為によってなされたと認められる入札 

⑧ 入札保証金が納付されていない入札、又はその額が所定の額に達していな 

い入札 

⑨ 入札書に入札金額、金額欄冒頭の\マーク、入札者の氏名及び押印のない入 

札、又はこれらが明確でない入札 

⑩ 委任状を提出しないで代理人が行った入札 

⑪ 入札保証金の納付書を添付していない入札 

⑫ 入札に関し不正な行為を行った者がした入札 

⑬ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

(８)入札の中止 

 不正な入札が行われる恐れがあると認められるとき、又は災害その他やむを得ない 

理由があるときは、入札を中止し又は入札期日を延期することがあります。 
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９ 契約締結 

(１) 契約 

① 入札後、落札者には落札の決定の日から１０日以内に、「普通財産貸付申請書」 

と記名押印した「市有財産貸付契約書」を市に提出するとともに、契約保証 

金を納付してください。 

② 市有財産貸付契約書（２通のうち１通）には、２００円の収入印紙の貼付（印  

紙税）が必要であり、費用は落札者の負担となります。 

③ 落札者が上記の契約締結の手続きを怠ったときは、落札の決定を取り消すこ 

とがあります。また、納付した入札保証金は本市に帰属することになります。 

④ 契約は、東大阪市売払い等暴力団排除措置要綱第５条に基づく確認が終了し 

た後、提出された「市有財産貸付契約書」に市長が記名押印したときに確定 

します。 

⑤ 落札者が契約を締結しない場合は、事後の入札に参加できない場合があり 

ます。 

 

(２)契約保証金 

①  契約保証金は、貸付料又は延滞金の納付を遅延した場合においてこれに充当

するほか、本契約に規定された一切の損害賠償に充当します。なお、充当に

より契約保証金に不足が生じたとき、又は充当によってなお不足金があると

きは、これを追納することとします。 

②  契約保証金の額は、貸付料の３ヶ月分以上の額とします。なお、入札保証金

を契約保証金に充当することが可能です。 

③  契約保証金は本市指定の納付書で納付してください。ただし、納付書での納

付が困難な場合に限り、振込での納付を認めます。 

④  落札者が契約保証金を納付しないときは、契約を取り消すことになります。

この場合、納付された入札保証金は本市に帰属することになります。 

⑤  契約保証金には、利息を付しません。 

⑥  落札者が契約上の義務を履行しないときは、本契約を解除します。その場合

納付した契約保証金は市に帰属します。 

⑦  契約保証金は、貸付期間満了後、落札者の請求に基づき還付します。なお、

返還にあたっては、請求後３０日程度の期間を要します。 

 

(３)貸付料の支払い 

① 貸付料の額は契約期間中に変更することはできません。 
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② 貸付料は各年度の４月（初年度は契約締結日から３０日以内）に、当該年度

分を本市の発行する納入通知書により指定する期限までに納入していただき

ます。 

 

(４)契約解除 

以下の事由に該当する場合、契約を解除できるものとします。 

①  落札者が契約に定める義務を履行しない場合。 

②  落札者に契約を継続しがたい重大な背信行為があったと認められる場合。 

③  本市及び落札者が協議のうえ合意に至った場合。 

ただし、その解除日は書面による解除の申出のあった日から最短で６ヶ月後

となり、納付済の貸付料の返還は行わないものとします。 

１０ その他  

（１）維持管理 

駐車場及び機器・設備類を適切に維持管理してください。 

飲料用自動販売機を設置する場合は、必ず空き缶回収用のごみ箱を設置してく

ださい。 

 

（２）除草清掃 

① 定期的に清掃を行い、隣接通路及び道路を含め常に清潔に保ってください。 

② 雑草が繁茂することの無いよう管理してください。 

 

（３）その他 

① 車両の出入りについては、関係機関と協議及び確認をしてください。また、

関係機関の指導等は遵守してください。 

② 近隣との調和、近隣の安全、住環境に配慮ください。 

③ 駐車場運営開始前後にかかわらず、運営状況及び近隣や利用者からの苦情等

により、安全対策や騒音対策等、本市から対策を求めた場合は速やかに対応

してください。 

④ 駐車場の設置及び運営にあたっては、公序良俗に反することのないようにし

てください。 

⑤ 本実施要領における各条件は、社会情勢の変化にあわせて、協議により変 

更する場合があります。 

⑥ その他、「東大阪市生活環境保全等に関する条例」、「大阪府生活環境の保全等
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に関する条例」等、関連法令を遵守してください。 

 

 

 

 

【問合せ先】 

〒５７７－８５２１ 東大阪市荒本北一丁目１番１号 

東大阪市企画財政部資産経営課（担当：淡路 辻西） 

電話 ０６－４３０９－３０１７(直通)   

FAX ０６－４３０９－３８２６ 

Email： shisankeiei@city.higashiosaka.lg.jp 



市 有 財 産 貸 付 契 約 書 

 

 賃貸人東大阪市（以下「甲」という。）と賃借人●●●●●●●●●●（以下「乙」とい

う。）とは、次の条項により市有財産貸付契約(以下「本契約」という。)を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（物件の表示） 

第２条 貸付物件は、次のとおりとする。 

  地 番  東大阪市永和二丁目３番６ 

  地 目  宅 地 

  地 積  ４６７．０４㎡ 

（貸付目的） 

第３条 乙は、第２条に掲げる物件を時間貸し駐車場の用途に供し、他の用途に供しては

ならない。なお、余剰スペースにおいては飲料用自動販売機の設置を可能とする。 

（貸付の期間） 

第４条 貸付期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

（貸付料及び支払期間） 

第５条 貸付料は、次のとおりとする。 

  月額 金   ●円（年額 金  ●円） 

２ 貸付料は、毎年４月に甲の発行する納入通知書により、納入通知書発行月の末日まで

に支払わなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、令和７年度分の貸付料は本契約の締結日から３０日以内に

支払うものとする。 

（契約保証金） 

第６条 乙は、契約締結と同時に甲に対し、貸付物件の契約保証金として、金●●円を甲

の発行する納入通知書により支払わなければならない。なお、現時点で納付している入

札保証金から充当することも可能とする。 

２ 前項の保証金は、貸付料又は延滞金の納付を遅延した場合にこれを充当するほか、本

契約に伴う一切の損害賠償の費用に充当する。 

３ 契約保証金は、乙が第１６条の義務を履行したときに返還するものとする。ただし、

契約保証金には利息を付さないものとする。 

（延滞金） 

第７条 乙は、第５条の貸付料につき、甲の定める納付期限までに納付しなかったときは、

納付期日の翌日から納付した日までの期間について、東大阪市財務規則（昭和４２年２

月１日東大阪市規則第３１号）第１６２条に基づき計算した延滞金を甲に納付しなけれ

ばならない。 

（工作物等の築造の禁止） 

第８条 乙は、貸付物件上に駐車場用として甲が認めたもの以外の工作物等を築造しては

契約書案 



ならない。 

（使用上の制限） 

第９条 乙は貸付物件について、第３条に規定する用途の変更を行うことはできない。 

２ 乙は、貸付物件にかかる一般競争入札実施時の実施要領に記載された事項及び関係法

令、監督官公庁からの指導等を遵守しなければならない。 

３ 乙は貸付物件について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの

構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用途に供してはならない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１０条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸物件に関する権利を第三者に譲渡し、転貸し、

若しくは担保の目的に供してはならない。 

（使用状況の立入調査等） 

第１１条 甲は、貸付物件の管理上必要があるときは、その使用状況につき貸付物件につ

いて立入調査をし、又は報告を求めることができる。 

２ 乙は、前項の規定の定めにより甲から貸付物件の使用状況について報告を求められた

とき又は立入調査の申し出があったときは、異議なくこれに応じなければならない。 

（損害賠償責任） 

第１２条 乙は、第１４条第１項第１号及び第３号から第８号の規定により本契約を解除

された場合において、甲に損害が生じたときは、直ちにその損害を甲に賠償しなければ

ならない。 

２ 乙は、第１４条第１項第１号及び第３号から第８号の規定により本契約を解除されて

も、何ら異議申し立て及び損害賠償の請求はできないものとする。 

３ 乙は、第１４条第１項第２号の規定により本契約を解除された場合において、これに

よって生じた損失につきその補償を求めることができる。 

 (契約不適合責任) 

第１３条 甲は乙に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、乙

は甲に対して、貸付物件の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由とし

て、履行の追完、賃料の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることができない。 

（契約の解除等） 

第１４条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、本契約をいつでも解除す

ることができる。 

（１）乙が本契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）甲において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、貸付物件を必要とする

とき。 

（３）乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められると

き。 

（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が乙の経営に実質的に関与していると認め

られるとき。 



（５）乙の役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社もしくは第三者の不正

の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を

利用するなどしたと認められるとき。 

（６）乙の役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員に対して資金

等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営

に協力し、もしくは関与していると認められるとき。 

（７）乙の役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難

されるべき関係を有していると認められるとき。 

（８）乙が、破産手続開始の決定を受け又は契約を締結する能力を有しない者となり若し

くは居所不明となったとき。 

２ 乙は、甲が前項の定めにより本契約の解除を申し出たときには、異議なくこれに応 

 じなければならない。 

３ 甲は、本契約を解除しようとするときは、貸付物件を返還する期日を明示した書面を

もって、乙に通知しなければならない。 

４ 第１項から第３項の規定に関わらず、甲乙双方の合意があれば、本契約の途中解除を

することができる。ただし、契約解除日については最短で書面による申出のあった日か

ら６ヵ月後とし、納付済の貸付料の返還は行わないものとする。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１５条 乙は、貸付期間満了又は、契約の解除によって貸付物件を返還する場合には、

その期間中貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用が

あってもこれを甲に請求しないものとする。 

（原状回復義務等） 

第１６条 乙は、第４条に定める貸付期間が満了したとき、又は第１４条の規定により契

約が解除されたときは、貸付物件を自己の負担において直ちに原状に回復し、甲の指定

する期日までに甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がない

と認めたときは、この限りではない 

２ 乙が、前項の原状回復義務を履行しないときは、甲が乙に代わってこれを行い、その

費用を乙から徴収する。 

（紛争解決及び管轄裁判所） 

第１７条 甲及び乙は民法その他法令並びに慣行に従い、誠意を持って協議し決定するも

のとする。 

２ 甲と乙の間で紛争が解決できない場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所

として紛争の解決に努めるものとする。 

（届出義務） 

第１８条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちに甲に届け出なければならない。 

（１）合併等により、権利の承継があったとき。 

 （２）住所及び代表者あるいは氏名に変更があったとき。 

（疑義の決定） 

第１９条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙両者協議のうえ定めるものとする。 

 



上記契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。 

 

 

 令和８年  月  日 

 

賃貸人(甲) 東大阪市荒本北一丁目 1 番 1 号 

東 大 阪 市 

代表者 東大阪市長 野 田 義 和 

 

賃借人(乙) ●●●●●●●●●●●● 

    ●●●●●● 

    ●●● ●●●● 

 

 



物 件 調 書 
 

入札に付する物件 

 

１ 所在 地番 等 

所在地番 地  目 地  積 

東大阪市永和二丁目３番６ 宅 地 ４６７.０４㎡ 

 

２ 用 途 地 域 近隣商業地域 

 
３ 現場説明会日時 令和８年１月１３日(火)   午前１０時３０分 から 

 

４ 入 札 日 時 令和８年２月１０日(火)   午前１０時３０分 から 

 
５ 入 札 場 所 東大阪市役所 別館２階 第１入札室 

 
６ 特記事項 
 
① 本物件は測量図が不存在です。ついては、現在駐車場を運営中の事業者（以

下、「既存事業者」という。）が作成した図面を参考添付しています。 
 
② 本物件南側のブロック塀については、対象物件外になります。 

（南西境界鋲がブロック塀より北側にございます。） 
排ガスによる変色等が無いよう十分配慮してください。 

 
③ 既存事業者との契約期間は令和８年３月３１日までです。原状回復の程度 

により、現況が変化する場合がございます。 
 

 ④ 落札後、本市及び既存事業者との協議の結果、工作物等の継続使用を認め
る場合がございます。 

 
⑤ 落札後、駐車場整備計画書を速やかに提出し、資産経営課と協議の上、 

整備を進めてください。 

 

（問合せ先：東大阪市企画財政部資産経営課 電話06-4309-3017） 



位置図 

 
 
 

 

 

入札物件 
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Administrator
長方形



Administrator
長方形



Administrator
線

Administrator
タイプライターテキスト
現況と異なりますのでご注意ください。

Administrator
タイプライターテキスト
（南側の形状が異なるのと、もう少し全体として正方形に近い形状になっております。
　次ページに現況に近い図面を添付しています。）



参考 

令和２年度柵改修時の図面 

 

 

 

 

２１．２８０ｍ 

２１．５６０ｍ 

０．４７５ｍ 


